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弘前市分別収集計画の改定について 

 

１ 弘前市分別収集計画の概要 

(1) 分別収集計画について 

  分別収集計画とは、容器包装リサイクル法に基づき、市町村が、容器包装

廃棄物の分別収集に関する計画を策定し、公表するとともに県へ提出するこ

ととされているもの。 

(2) 本市における分別収集計画（以下、「計画」）について 

・本市においては、令和５年４月から令和 10年３月までを期間とする第 10

期計画を策定済みです。 

・本市においては、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容

器、ガラス製容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、ペ

ットボトルを対象としています。  

・令和８年度からの開始を予定しているプラスチック資源の回収に向け、プ

ラスチック使用製品廃棄物の分別収集について、収集作業の効率、コス

ト、施設整備状況などを勘案し、市民にわかりやすくかつ効率的な分別・

収集方法について検討していくことを盛り込んでいます。 

 

２ 計画の改定について 

(1) 改定事項 

① 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（６ページ）の一部を変

更します。 

② 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（７ページ）の一部を

変更します。 

→いずれも令和６年度から、市が収集する紙パック、ダンボールの運搬

先の中間処理施設を民間の再資源化業者に変更する事に合わせ記載事

項を変更するもの。 

 

・令和７年度から、蛍光管、電池類（乾電池、ボタン電池、コイン電

池）について、「有害ごみ」の区分を新たに設け、収集する予定。 

・これにあたり、弘前地区環境整備センターの一時保管場所の不足が

見込まれることから、市が収集する紙パック、ダンボールの運搬先

を弘前地区環境整備センターから民間の再資源化業者へ変更し、一

時保管場所を確保します。 

 

資料３ 
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(2) 改定事項の新旧対照 

① ６ページ（分別収集を実施する者に関する基本的な事項） 

（改定前） 

 

（次ページへ） 
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（改定後） 
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② ７ページ（分別収集の用に供する施設の整備に関する事項） 

（改定前） 

 

（次ページへ） 

  



5 

 

（改定後） 

 

 

 

(3) 改定に係るスケジュール 

令和６年２月 計画改訂の決裁、市政推進会議報告 

令和６年３月 改定計画公表 


